
道路の⽼朽化対策に向けた⼤型⾞両の通⾏の適正化⽅針
背 景

１．０．３%の重量を違法に超過した⼤型⾞両※が道路橋の劣化に与える影響は全交通の約９割
を占め、⼀部の違反⾞両が道路を劣化させる主要因となっている。

軸重２０トン⾞が道路橋に与える影響は 軸重１０トン⾞の約４ ０００台に相当

背 景

※⾞両総重量20tを超える違反⾞両 99.7%0.3%

劣化への影響は重さの12乗に⽐例

← 過積載⼤型⾞両 遵守⾞両
通⾏台数

自動計測装置
（全国39箇所に

設置）のデータ
から試算

【図 道路橋の劣化に与える影響】

軸重２０トン⾞が道路橋に与える影響は、軸重１０トン⾞の約４，０００台に相当
２．⾞両の⼤型化、積載率の向上及び許可⼿続の迅速化等による効率的かつ迅速な物流の実現が
望まれている。

8.5%91.5%
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劣化への影響は重さの12乗に⽐例
過積載⼤型⾞両 遵守⾞両

劣化への影響度

から試算

⾞両の⼤型化に対応した許可基準の⾒直し及び適正利⽤者に対する許可⼿続を簡素化する⼀⽅で、
悪質な違反者に対しては厳罰化し ⼤型⾞両の通⾏の適正化を進める

望まれている。
基本⽅針

0% 20% 40% 60% 80% 100%

悪質な違反者に対しては厳罰化し、⼤型⾞両の通⾏の適正化を進める。

違反取締りや違反者 指導等 強化通⾏許可の基準等の⾒直しと許可審査⼿続の改善
具体的な取組

違反取締りや違反者への指導等の強化通⾏許可の基準等の⾒直しと許可審査⼿続の改善
（１）違法に通⾏する⼤型⾞両の取締りの徹底
①⾃動計測装置の増設（１）バン型等セミトレーラ連結⾞の駆動軸重の許可基準の統⼀

バ 海 【H26年度から実施】①⾃動計測装置の増設

②コードンラインを設定し、並⾏する⾼速道路と⼀般道路を⼀度に取締る等
各道路管理者が連携した取締り及び⾃動計測装置の設置を実施

・バン型等のセミトレーラの駆動軸重の制限を、国際海上コンテナセミト
レーラと同等の11.5ﾄﾝに緩和

【継続して実施】

【H26年度中に実施】

【H26年度から実施】
※H26年度２箇所増設予定。併せて簡易な計測装置の検討を実施

（２）４５フィートコンテナ等の輸送における許可基準の⾒直し
・45フィートコンテナを積載する⾞両を始め、バン型等のセミトレーラの⾞
両⻑の制限の緩和

継続

（２）違反者に対する指導等の強化
①国道事務所に呼び出して是正指導を⾏い、常習的な違反者に対しては告発【H26年度中に実施】

※直轄と首都高が連携した取締りを実施するなど箇所数・回数の増加

（３）許可までの期間の短縮
①主要道路情報のデータベース化を促進【継続して実施】

を実施（措置命令４回⼜は是正指導５回で告発）
②特に基準の２倍以上の重量超過等悪質な違反者は、現地取締りにおいて違
反を確認した場合は即時告発を実施

【H25年度から実施】

【H26年度から実施】※H27年2

※H25年3月から実施

①

②通⾏許可のオンライン申請システムを改良・普及促進 【継続して実施】

反を確認した場合は即時告発を実施
③改正道路法に基づき違反者に対する報告徴収・⽴⼊検査の実施
また、報告徴収・⽴⼊検査を拒む者に対しては告発を実施

【 年度から実施】

【H26年度から実施】

※H27年2月23日より実施 

※H26年5月30日から実施※H26・27年度に順次実施

※H26年７月以降各道路管理者に対して協力要請。H27年２月に進捗確認予定

（３）関係機関との連携体制の構築
①国⼟交通省（道路局及び⾃動⾞局）、 警察庁、⾼速道路会社及び全⽇本ト
ラック協会等と連携し 道路の適正利⽤を図るための連絡会を設置し 荷

③⼤型⾞両を誘導すべき道路の範囲を拡⼤しつつ、国による⼀括審査を実施

④通⾏許可に係る審査体制の集約化
【H26年度から実施】

【H27年度から段階的実施に向けて準備】

※H26年10月27日より実施

※ 年 月 日 ら実施

ラック協会等と連携し、道路の適正利⽤を図るための連絡会を設置し、荷
主を含めた啓発活動、及び違反者情報の共有等を実施

②国⼟交通省から⽇本⾼速道路保有・債務返済機構及び⾼速道路会社６社に
対し、取締り強化及び違反者に対する指導等の強化を検討するよう指⽰

④

（４）適正に利⽤する者の許可の簡素化
①違反実績のない者に対して許可期間（現⾏２年）の延⻑

【H25年度から実施】

年 階 準備
※H27年度より段階的実施

※年間３回程度開催

対し、取締り強化及び違反者に対する指導等の強化を検討するよう指⽰

③⾃動⾞局と連携して、違反通⾏を⾏った運送事業者に対し貨物⾃動⾞運送
事業法に基づく⾏政処分等を⾏うとともに、荷主に対する是正指導等を⾏
うための検討を実施

① 反実績 な 者 対 許可期間（現⾏ 年） 延⻑

②ITS技術を活⽤した通⾏経路把握による通⾏許可の運⽤
【H27年度実施に向けて準備】

【H28年度実施に向けて準備】

【H26年度から実施】 ※H26年6月11日指示

うための検討を実施。 【H26年度から実施】

本⽅針を実施することによる効果
※H26年４月から実施

・効率的かつ迅速な物流の実現・道路構造物の⻑寿命化 ・交通の危険の防⽌
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平 成 ２ ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 

道 路 局 

自 動 車 局 
 

車両の大型化に対応した許可基準の見直し等に関する 

関係省令等の整備について 

～道路の適正な利用者に対して通行許可基準を緩和します～ 

 
道路の老朽化対策は喫緊の課題であり、道路の維持・修繕をより適切に実施していく

必要がある一方で、道路の劣化に与える影響が大きい大型車両の通行の適正化を図って

いくことが重要です。 

国等が実施した実験結果によると、軸重 20 トン車が道路橋の劣化に与える影響は、

軸重 10 トン車の約 4,000 台に相当します。また、重量を違法に超過した大型車両は、

全走行車両のわずか 0.3％でしかありませんが、道路橋の劣化の約９割以上を引き起こ

しており、これらに対応するため、悪質な違反者に対する厳罰化等の措置を講じてきて

いるところです。 

一方で、大部分を占める道路の適正な利用者に対しては、物流の効率化や国際競争力

の確保の観点から、 
 

①国内コンテナ等のセミトレーラの駆動軸重の制限を 10 トンから 11.5 トンに緩和 

②45 フィートコンテナ等の輸送における車両長の許可基準を見直し、その制限を延長 
 

等の措置を講じる「道路運送車両の保安基準及び車両の通行の許可の手続等を定める省

令の一部を改正する省令」を本日（３月３１日）公布するとともに、その他所要の改正

を行いましたので、お知らせします（別添参照）。 

 

なお、本年１月 16 日から２月 14 日まで実施しましたパブリックコメントの結果等に

つきましては、下記 e-gov のホームページにて公表しています。 

(http://www.e-gov.go.jp/index.html) 
 

＜問い合わせ先＞ 

 【車両の通行許可の手続、通達案 関係】 

  道路局 道路交通管理課車両通行対策室 課長補佐 矢野、北澗 

  代表：03-5253-8111（内線 37436、37432）直通：03-5253-8482 FAX：03-5253-1617 

【道路運送車両の保安基準等関係】 

 自動車局 技術政策課 課長補佐 池田、係長 川俣 

  代表：03-5253-8111（内線 42259、42214）直通：03-5253-8590 FAX：03-5253-1639 

【道路法手続省令案 関係】 

  道路局 路政課 係長 酒井 

   代表：03-5253-8111（内線 37334）直通：03-5253-8480 FAX：03-5253-1616 
※本記者発表資料については、国土交通省ホームページ（アドレス:http://www.mlit.go.jp）にも 
掲載しています。 
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別 添 

 
車両の大型化に対応した許可基準の見直し等に関する 

関係省令等の整備について 

 

Ⅰ．背景 

 道路の老朽化対策は喫緊の課題であり、道路の維持・修繕をより適切に実施していく必要があ

る一方で、道路の劣化に与える影響が大きい大型車両の通行の適正化を図っていくことが重要で

す。 

 これまで悪質な違反者に対する厳罰化等の措置を講じてきているところですが、

一方で、大部分を占める道路の適正な利用者に対しては、物流の効率化や国際競争

力の確保の観点から、許可基準の見直し等の措置を講じるため、今般、必要となる

関係省令等の整備を行うこととします。 

 

Ⅱ．改正概要 

（１）バン型等のセミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一 

これまで国際海上コンテナを積載するセミトレーラ連結車に限り許可していた

駆動軸重の制限を、バン型等のセミトレーラ連結車（２軸トラクタに限る。）すべ

てに適用し許可基準を統一することとし、次のとおり規定します。 

① 「車両の通行の許可の手続等を定める省令」（昭和 36 年建設省令第 28 号。以下 

「手続等省令」という。）の一部改正  

道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 47 条の３第４項の規定により、大型車

両の通行を誘導すべき道路において、国土交通大臣が一元的に許可を行うこと

を可能とするため、道路管理者が国土交通大臣に提供しなければならない車両

の許可基準について、バン型等のセミトレーラ連結車（特例８車種）の駆動軸

重の上限を 10 トンから 11.5 トンに引き上げる。（手続等省令第７条第２号ロ及

びニ関係） 

②  ｢海上コンテナ用セミトレーラ連結車の橋梁照査式適合車両の取扱いについ 

て｣の一部改正 

｢海上コンテナ用セミトレーラ連結車の橋梁照査式適合車両の取扱いについ 

て｣（平成 10 年 3 月 31 日付け建設省道交発第 39 号、道企発第 22 号建設省道路

局道路交通管理課長、企画課長通達）において、海上コンテナ用セミトレーラ

連結車に限り適用していた許可の取扱いを、バン型等のセミトレーラ連結車に

もその適用を拡大する。 

※ ただし、バン型等のセミトレーラ用２軸トラクタの後軸重に関する試験

及び判定方法に適合した車両に限る。 

③「道路運送車両の保安基準」（昭和 26 年運輸省令第 67 号。以下「保安基準」と
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いう。）、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」（平成 14 年国土交通

省告示第 619 号。以下「細目告示」という。）等の一部改正 

今般、バン型等のセミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一の対象と

されるもののうち、告示に定める構造要件を満足するバン型等のセミトレーラ

については、車両総重量の上限値を 36 トンに引き上げ、また、告示に定める構

造要件を満足するトラクタについては、軸重（駆動軸重）の上限値を 11.5 トン

に引き上げる。 

④「基準緩和自動車の認定要領について（依命通達）」（平成 9 年 9 月 19 日付け

自技第 193 号。以下「認定要領」という。）の一部改正 

バン型等のセミトレーラ連結車の車両総重量及び国際海上コンテナ用２軸ト

ラクタの駆動軸重について、③の改正により、基準緩和が不要となることに伴

い、所要の改正を行う。 

 

（２）４５フィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直し 

４５フィートコンテナを積載する車両を始めとするバン型等のセミトレーラ連

結車の車両長の制限を見直しすることとし、次のとおり規定します。 

① 「手続等省令」の一部改正 

道路法第 47 条の３第４項の規定により、大型車両の通行を誘導すべき道路に

おいて、国土交通大臣が一元的に許可を行うことを可能とするため、道路管理者

が国土交通大臣に提供しなければならない車両の許可基準について、セミトレ

ーラ連結車の車両長の上限を17メートルを超える車両であっても条件に応じて

最大 18 メートルに引き上げる。（手続等省令第７条第４号ロ関係） 

②  ｢バン型等の連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて｣等の一部改 

正 

｢バン型等の連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて｣（平成 6年

9 月 8 日付け建設省道交発第 70 号建設省道路局道路交通管理課長通達）及び

｢特殊車両通行許可限度算定要領について｣（昭和 53 年 12 月１日付け建設省道

交発第 99 号・道企発第 57 号建設省道路局道路交通管理課長通達、道路局企画

課長通達）等において、セミトレーラ連結車の長さに係る許可の取扱いを 17

メートルを超える車両であっても条件に応じて最大 18 メートルに引き上げ

る。 

※ ただし、申請経路における交差点の交差角が概ね 90°以下（一般的な十

字路や丁字路）かつ、車両のリアオーバーハングが 3.8～4.2m（3.2～

3.8m の場合は全長 17.5m まで）の車両を対象とする。 

③保安基準、細目告示等の一部改正 

①の対象とされるセミトレーラについて、長さの上限値を 13 メートルに引き

上げる。 

※ ただし、長さの基準を満たす車両であっても、②の対象でない場合は、道

路通行許可を受けることができない場合がある。 
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Ⅲ．今後のスケジュール 

改正・公布：平成２７年３月３１日 

施行：  （（１）③・④、（２）③について）平成２７年５月１日 

（（１）①・②、（２）①・②について）平成２７年６月１日 
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バン型等セミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一について

○国際海上コンテナ輸送車両に限り許可されていた駆動軸重（11.5ｔ【通常は10t以内】）
をバン型等セミトレーラ連結車（２軸トラクターに限る特例8車種）にも同等の緩和を実施
※但し、エアサスペンションを装着する車両など、今回の緩和により道路運送車両法の保安基準適合となる車両が対象

国際海上コンテナバン型等（例として国内コンテナ）

10t

最大積載重量 約30t

※開封できない※開封可能

11.5t

■駆動軸重の緩和 ■緩和対象車両（特例８車種）

・バン型セミトレーラ

・タンク型セミトレーラ

・幌枠型セミトレーラ

・コンテナ用セミトレーラ

・自動車運搬用セミトレーラ

・あおり型セミトレーラ

・スタンション型セミトレーラ

・船底型セミトレーラ

【現状】

最大積載重量 約30t

11.5t

【緩和後】国際海上コンテナ輸送車両に限らず駆動軸重11.5tに緩和

最大積載重量 約24t

※2軸トラクターに限る
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４５フィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直しについて

○従来の40フィートコンテナより長い45フィートコンテナ（+約1.5m）の需要があり、45フィートコンテナに対応するためには、
車両長が17ｍを超える車両が一部存在

○そのため、45フィートコンテナを積載する車両を始めバン型等のセミトレーラ連結車（特例８車種）の車両長の制限を緩和
（17m→18m）※ただし、リアオーバーハングに条件あり

○また、通行許可の審査をする際にも、リアオーバーハングや交差点の交差角を考慮の上、審査条件を緩和

連結全長17.0mまで

■審査条件の緩和
【現 状】

【見直し後】

連結全長17.0m超～18.0m

※特殊車両通行許可限度算定要領より

40ft

14m<L≦17m

【車両分類０-1】【車両分類Ⅰ-1】

現 状

17m<L≦20m

見直し後
17mを超える車両でも、以下の条件付きで算定要領に定める
車両分類Ⅰによる審査結果と同等とする。
→ 申請経路内の交差点の交差角90°以内 かつ

■緩和対象車両（特例８車種）
※海コンに限らずバン型等セミトレーラ連結車全体を対象

・バン型セミトレーラ

・タンク型セミトレーラ

・幌枠型セミトレーラ

・コンテナ用セミトレーラ

・自動車運搬用セミトレーラ

・あおり型セミトレーラ

・スタンション型セミトレーラ

・船底型セミトレーラ

※リアオーバーハングとは
（後軸の旋回中心から車両後端まで）

■効果（海上コンテナ輸送車両の例）

※40ftに対し積載容量
が約13%アップ

■全長の緩和（海上コンテナ輸送車両の例）

【見直し後】

45ft

※一部、17mを超える45ftコンテナ積載車両も

１7mを超える車両でも、以下の条件付きで申請・許可の対象とする。

45ft

連結全長18.0mまで

①全長17.5mまで リアオーバーハング※ 3.2 m≦L≦4.2m
②全長18.0mまで リアオーバーハング※ 3.8 m≦L≦4.2m
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平 成 27 年 6 月 3 日 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 

西日本高速道路株式会社 

 

道路法第 47 条第 2 項違反者（重量超過車両）の告発について 

～ 新たな実施方針に基づいた、NEXCO 西日本初の告発事案 ～ 

 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構（神奈川県横浜市、理事長：勢山 直）（以下、「高速道路機構」

という。）と NEXCO 西日本関西支社（大阪府茨木市、支社長：村尾光弘）は、本日、下記のとおり連名で兵庫県警察本

部交通部高速道路交通警察隊に告発を行いましたのでお知らせします。 

 

お問い合わせ先 

（マスコミ専用） 

この件に関するお問い合わせは、 

（独）日本高速道路保有・債務返済機構 総務部管理課  TEL：045-228-5962 

NEXCO（ネクスコ）西日本 関西支社広報課 奥山、脇森 

TEL：06-6344-9376（マスコミ専用） 

 

本資料については、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会、国土交通省交通運

輸記者会、近畿建設記者クラブ、兵庫県政記者クラブにお配りしています。 

 

平成 27 年 4 月 14 日に、第二神明道路上り線明石西本線料金所（兵庫県明石市魚住町清水）において、道

路法第 47 条第 2 項に違反して、大型トレーラーを通行させた運転手を同法第 104 条第 1 号、その雇用主であ

る運送事業者を同法第 107 条に該当するものとして、兵庫県警察本部交通部高速道路交通警察隊に告発しま

した。 

 

今回の違反は、車両制限令で定められた一般的制限値25トンを大きく超過する車両総重量53.35トンで大型

トレーラーを通行させていたことから、極めて悪質であると考えております。 

                                     ※違反概要については別添参照。 

 

これまでは、違反で重大交通事故を発生させた者や指導にも係わらず違反を繰り返す常習違反者等を対象

に告発をしてきましたが、今年 1 月に国土交通省から、車両総重量が基準の 2 倍以上の重量超過の悪質違反

者に対しては、その違反の事実をもって告発を行う実施方針が打ち出されたことに伴い、高速道路機構及び

NEXCO 西日本を含む高速道路 6 会社においては、この方針に基づき、高速道路における悪質違反者への厳罰

化を図っているところです。本件は、この方針に基づき告発を行う最初の適用事案になります。 

 

高速道路機構及び NEXCO 西日本は、今後とも関係機関と連携を図り、道路法違反車両に対しては厳正に行

政措置を行い、安全で円滑な交通の確保に努めてまいりたいと考えています。 

以  上
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第1回大型車通行適正化に向けた中部地域連絡協議会 会議概要 

 

日時：平成２７年１月２７日（火） 

15:00～16:30  

 

○全国の整備局初の取組みとして、大型車両の適正走行に向け民間企業

団体や関係行政機関がパートナーとなり、連携した取組みや検討を継

続的に実施していく「大型車通行適正化に向けた中部地域連絡協議会」

を平成 27 年 1 月 27 日設立。 

 

○会議では、大型車を取り巻く課題等について様々な意見がありました。 

【主な意見】 

・一部の事業者や企業等に特車制度を、より浸透していく必要があ

ることや、各組織で説明会等の取組みが進められているものの、

単独組織の取組みに限界があり、連携した広報が必要であること。 

・違反を繰り返す常習者には取締りを徹底する必要があること。 

・取組みの効果を検証しつつ、改善を図っていく必要であること。 

・特車審査システムや申請方法の簡素化などの制度運用の改善など、

申請許可の迅速化等として、道路管理者側の改善の意見もあり。 

 

○今後の連絡協議会で取組む戦略として、以下を確認しました。 

・特車制度をまずは認知頂き、理解して頂くため官民連携した広報

展開と、官民連携した指導取締りを取組むことを確認しました。 

・当面の行動として春頃実施する官民連携の広報と取締りについて、

３月中旬予定の第２回連絡協議会で議論することとなりました。 

・また、こうした取り組みの効果を検証しながら、来年度以降も継

続的に取組んでいくことを確認しました。 

・さらに、各機関による独自の取組みも、この連絡協議会で情報共

有し、連絡協議会の取組みに活用していくことも確認されました。 

 

国土交通省 中部地方整備局 道路部    

（事務局；交通対策課 TEL 052-953-8178） 

別添① 
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別添

第２回大型車通行適正化に向けた中部地域連絡協議会 会議概要

平成２７年３月１６日

○「第２回 大型車両通行適正化に向けた中部地域連絡協議会」を、

平成27年3月16日に開催し、各機関のこれまでの取り組みを情報共有

し、今後、中部地域連絡協議会として実施する、官民連携の具体的な

取り組みについて、以下を確認しました。

○春の全国交通安全運動がある５月頃に、連絡協議会の活動のキックオ

フとして、愛知・岐阜・三重県の各県１箇所で、広報活動と特殊車両

現地取締りを同時に実施していくことを確認しました。

（詳細は今後調整した後、４月頃記者発表を予定）

（資料２ページ参照）

○連絡協議会の本格的な取り組みは夏頃に行うこととし、具体的な内容

を、次回、第３回協議会（6月頃）に議論することとなりました。

（資料３ページ参照）

○併せて、連絡協議会の年間の取り組みとして、５月、夏頃、年末頃、

と継続して実施していく方針を確認しました。

（資料３ページ参照）

2



「大型車通行適正化に向けた中部地域連絡協議会」設立趣意 

 
１．設立趣旨 

道路の老朽化対策が喫緊の課題であり、道路の維持・修繕をより適切に実施

していく必要がある一方で、道路の劣化に与える影響が大きい重量を違法に超

過した大型車両の対策が必要とされている。道路を通行する車両の内、道路の

構造を守り、かつ交通の危険を防ぐため、一般的な制限を超えた車両（以下、

「特殊車両」という）の走行には、道路管理者による「特殊車両通行許可」が

必要となっている。 
このため、重量を違法に超過した大型車両が、国民の重要な財産である道路

をこれ以上傷めることのないよう、大型車両の通行の適正化を図る必要がある。 
こうした中、平成２６年５月９日に特殊車両の国による一括審査や審査期間

の短縮といった緩和と合わせて、違反者への指導強化や厳罰化という緩和と強

化の両輪からなる適正化方針を公表し、それに基づき、平成２７年２月２３日

には“基準の２倍以上の重量超過者は即告発”という厳しい運用が開始される

こととなった。 
このような状況を踏まえ、大型車両の適正かつ安全な走行のために、道路管

理者、公安委員会、関係行政機関、関係企業団体等がパートナーとなって連携

し、情報の共有や意見交換、従来とは異なる手法も取り入れた広報活動を中心

とした取り組みを展開することが重要であるとの認識のもと、大型車両の走行

に関する知見や情報の交換、取組内容や連携活動の検討等を継続的に行うこと

を目的に、平成２７年１月２７日に「大型車通行適正化に向けた中部地域連絡

協議会」が設立された。 
 

２．方針 
１）ステップ１ 
・連絡協議会設置及び持続性ある連携体制の構築 
・情報及び課題共有、適正化に向けた広報戦略の検討 

２）ステップ２ 
・適正化に向けた連携した広報の実施 
・連携した違反車両の取り締まり実施 

３）ステップ３ 
・連絡協議会の各関係者の継続的かつ主体的な取り組みの波及・促進 
・国民の道路資産を守る活動として広く社会に向けた広報展開 
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「大型車通行適正化に向けた中部地域連絡協議会」規約  

 
（名称） 

第１条 本会議は、「大型車通行適正化に向けた中部地域連絡協議会」（以下、「連

絡協議会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 連絡協議会は、大型車両の運転者及び関係する事業者の適正かつ安全な

走行に向け、道路管理者、公安委員会、関係行政機関、関係企業団体等が

連携し、従来とは異なる手法も取り入れながら広報活動を中心とした取り

組みを展開するため、大型車両の走行に関する知見や情報の共有や意見交

換、取組内容や連携活動の検討等を行うことを目的とする。 

（組織） 

第３条 連絡協議会は、道路管理者、公安委員会、関係行政機関、貨物運送事業

者及び荷主企業団体等の各員（以下「委員」という。）をもって構成する。 

 ２．連絡協議会には、座長を置く。 

 ３．座長は、中部地方整備局 道路情報管理官が努め、議事その他の会務を統

括する。 

（連絡協議会及び活動事項） 

第４条 連絡協議会は、目的達成のため次の活動を行う。 

（１）大型車両の走行に関する知見や情報（課題含む）の共有や意見交換に関

すること 

（２）取組内容の検討に関すること 
（３）連携活動の検討に関すること 

（４）連絡協議会の取組の効果検証と継続的な取組に関すること 
（５）その他 

（連絡会） 

第５条 連絡協議会は、定期的に座長が召集する。 

 ２．座長は必要に応じ、連絡協議会に委員以外の者をオブザーバーとして出

席させることができる。 

（事務局） 

第６条 連絡協議会の運営に関する事務は、国土交通省 中部地方整備局 道路部

交通対策課が行うものとする。 

（その他） 

第７条 この規約に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項はそ

の都度協議し、決定する。 

（附 則） この規約は、平成２７年１月２７日から施行する。 

参考 
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大型車通行適正化に向けた中部地域連絡協議会委員 名簿  

（順不同・敬称略） 

 
 
○関係企業団体 
 ・ 東海商工会議所連合会（名古屋商工会議所）  

企画振興部 地域・都市整備グループ長   
・一般社団法人 中部経済連合会 社会基盤部長  

 ・一般社団法人 愛知県トラック協会 専務理事   
 ・一般社団法人 岐阜県トラック協会 専務理事  
 ・一般社団法人 三重県トラック協会 専務理事   
 
○公安委員会 
 ・愛知県警察本部 交通部 交通指導課長  
 ・岐阜県警察本部 交通部 交通指導課長  
 ・三重県警察本部 交通部 交通指導課長 
 
○道路管理者及び関係行政機関 
 ・国土交通省 中部地方整備局 道路部 道路情報管理官（座長） 
・国土交通省 中部地方整備局 道路部 交通対策課長   

 ・国土交通省 中部運輸局 自動車交通部 貨物課長  
 ・国土交通省 中部運輸局 自動車交通部 首席自動車監査官  

・国土交通省 中部運輸局 自動車技術安全部 保安・環境課長  
 ・国土交通省 中部運輸局 自動車技術安全部 技術課長  

・愛知県 建設部 道路維持課長  
 ・岐阜県 県土整備部 道路維持課長  
 ・三重県 県土整備部 参事兼道路管理課長      
 ・名古屋市 緑政土木局 路政部 道路管理課長   
 ・中日本高速道路株式会社 名古屋支社 保全・サービス事業部  

企画統括チーム チームリーダー  
・名古屋高速道路公社 交通管理部 交通管理課長  

 

                           2015.1.27施行   

                           2015.3.16改正 

2015.6.12改正 
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平成２７年３月７日（土）、３月１８日（水）　中日新聞、伊勢新聞

　　　　　　 
　　　　　　 
　　　　　　 
　　　　　　　　 
　　　　　　 

                　平成２７年３月５日（木）、４月６日（月）　物流ニッポン　２面　
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活動結果報告 
 
●広報活動  
 ○国道１号 道の駅「藤川宿」にて、   
    協議会メンバーで大型車通行適  
   正化に向けたＰＲチラシを一般    
       ドライバー、大型車ドライバーに  
       配布しました。 
 ○配布部数１９０枚 
 
●取締り活動 
 ○ＰＲ活動終了後、特車取締り基地 
  に移動し、取締り活動を確認しまし 
  た。 
 ○取締り実績 
  計測５台 
   うち警告書交付４台 
 
●活動参加メンバー 
 東海商工会議所連合会、（一社）愛
知県トラック協会、愛知県警、愛知県
、名古屋市、中日本高速道路（株）、
名古屋高速道路公社、中部運輸局、
中部地方整備局 交通対策課、 
名古屋国道事務所 
合計１５名 
 

② 官民連携した広報ＰＲ＆取締り 【愛知県版】 

◆ｲﾍﾞﾝﾄ名称：官民連携した大型車通行適正化広報ＰＲ＆取締り活動【愛知県】 
◆開催日時：平成27年５月21日（木） 13:00～16:00 
◆主催団体：大型車通行適正化に向けた中部地域連絡協議会 
◆開催場所：国道1号 道の駅「藤川宿」（広報ＰＲ）、特車取締り基地（取締り活動） 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

広報ＰＲ活動 取締り活動 

チラシ配布 

活動状況 重量、寸法（幅）測定状況 

聴き取り調査 
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活動結果報告 
 
●広報活動  
 ○国道２５号 道の駅「いが」にて、 
   協議会メンバーで大型車通行適  
   正化に向けたＰＲチラシを一般     
       ドライバー、大型車ドライバーに 
      配布しました。 
 ○配布部数130枚 
 
 
●取締り活動 
 ○ＰＲ活動終了後、特車取締り基地 
  に移動し、取締り活動を確認しまし 
  た。 
 ○取締り実績 
  計測５台 
   うち警告書交付５台 
    
●活動参加メンバー 
 （一社）三重県トラック協会、三重県
警、三重県、中部運輸局、中部地方
整備局 交通対策課、北勢国道事務
所 
合計１７名 
 

◆ｲﾍﾞﾝﾄ名称：官民連携した大型車通行適正化広報ＰＲ＆取締り活動【三重県】 
◆開催日時：平成27年５月25日（月） 13:00～16:00 
◆主催団体：大型車通行適正化に向けた中部地域連絡協議会 
◆開催場所：国道２５号 道の駅「いが」（広報ＰＲ）、特車取締り基地（取締り活動） 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

広報ＰＲ活動 取締り活動 

チラシ配布 

チラシ配布 取締り概要説明 

重量測定状況 

② 官民連携した広報ＰＲ＆取締り活動 【三重県版】 
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活動結果報告 
 
●広報活動  
 ○国道１９号 道の駅「志野・織部」  
     にて、協議会メンバーで大型車通 
     行適正化に向けたＰＲチラシを一  
     般ドライバー、大型車ドライバーに 
     配布しました。 
 ○配布部数80枚 
 
 
●取締り活動 
 ○ＰＲ活動終了後、特車取締り基地  
     に移動し、取締り活動を確認しま 
   した。 
 ○取締り実績 
   計測６台 
   うち警告書交付３台 
    
●活動参加メンバー 
 岐阜県警、岐阜県、中部運輸局、  
 中部地方整備局 交通対策課、 
  多治見砂防国道事務所、 
  岐阜国道事務所、高山国道事務所 
 合計12名 
 

◆ｲﾍﾞﾝﾄ名称：官民連携した大型車通行適正化広報ＰＲ＆取締り活動【岐阜県】 
◆開催日時：平成27年5月29日（金） 13:00～16:00 
◆主催団体：大型車通行適正化に向けた中部地域連絡協議会 
◆開催場所：国道21号 道の駅「志野・織部」（広報ＰＲ）、国道19号 特車取締り基地（取締り活動） 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

広報ＰＲ活動 取締り活動 

チラシ配布 

大型車通行適正化に関するパネル 許可証の提示を求める 

寸法（高さ）測定 

② 官民連携した広報ＰＲ＆取締り活動 【岐阜県版】 

1
0
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２０１５．５．２５　物流ニッポン　ＨＰに掲載



放送日：平成２７年５月２９日（金）１８：１５～ 

放送局：岐阜放送 Ｓｔａｔｉｏｎ！ 

（放送時間 １８：１５～ １分２０秒程度） 

 

  
 

 

 

 

 

 

 岐阜・愛知・三重の三県で大型車両の通行適正

化に向けた取り組みが始まり、今日土岐市で広報

活動と取締が行われました。 

 この活動は、トレーラーなどの大型特殊車両の

通行ルールや大型車が橋梁に与える影響を知っ

てもらおうと中部地方整備局が全国の地方整備

局で初めて官民連携で行ったものです。 

 そのうち、今日土岐市で行われた活動では、中

部地方整備局や運輸局の職員、県の担当者、警察

官ら合わせて２４人が参加しました。 

 初めに、土岐市泉北山町の道の駅「志野・織部」

で職員らがチラシを配布し、過積載の違反車両が

道路や橋を壊す要因の一つであること等を呼び

かけました。 

 その後、国道１９号線で大型の特別車両の取締

が行われ、トレーラーの高さや長さ、総重量を計

り、運転手らに大型車両を運転するときのルール

を呼びかけていました。 

官民連携で参加者集合 

チラシを配布して呼びかけ 

国道１９号にて計測 12



３．（２）　これからの取り組み方針について　～年間活動の方針～ 資料２

Ⅰ　街頭ＰＲ Ⅱ　講習会等 Ⅲ　広報媒体活用

大型車適正化施策
全国的な行動

交通安全運動、道路月間など

広報ＰＲキャンペー
ン（特車取締りと合
同）

講習会、研修会の
活用等

協議会ＨＰ
ポスター掲示
新聞広報等

Ｈ２６年度 1月 第1回(1/27)

2月 立ち上げ期

3月 第2回(3/16)
○（新聞広報）

記者発表

Ｈ２７年度 4月
5月取組みの
記者発表

5月 春の交通安全運動（5/11～5/20） ○ キックオフ

6月 第3回(6/12)

7月
夏の取組みの
記者発表

8月
道路ふれあい月間（8/1～8/31）
道の日(8/10)

9月 秋の交通安全運動（9/21～9/30予定）
本格
スタート

10月

11月 （第４回）
年末の取組みの
記者発表

12月 年末の物流量増加時期への取組

1月

2月
年間活動の総括と次年度計画への
反映（ＰＤＣＡ）

（第５回）
春の取組みの
記者発表

3月

Ｈ２８年度 4月以降 春の交通安全運動（4/6～4/15予定） （第６回～）

大型車両の適正化に向け、連絡会議会で継続的にかつ連携しながら、広報・啓発活動等に取組んでいくため、
各関係者が保有するノウハウや情報など意見交換する場を共有しつつ、連携した動きを高めていく。

○ ○ ○

連絡協議会時　期

連絡協議会　広報等の活動方針

備　考

タイミング

基準２倍 即レッドカード 

セミトレ 

軸重緩和 

違反者へ 

報告・立入 

違
反
実
績
の
な
い
者
に
対
し
て
許
可
期
間
（
現
行
２
年
）

の
延
長 

                    
 

 

【
Ｈ
27
年
度
実
施
に
向
け
て
準
備
】 

Ｉ
Ｔ
Ｓ
技
術
を
活
用
し
た 

通
行
経
路
把
握
に
よ
る
通
行
許
可
の
運
用 

 
 

 
 

 
 

 

【
Ｈ
28
年
度
実
施
に
へ
向
け
て
準

第４回協議会で年末の具体的な取組みを検討 

第３回協議会で夏の具体的取組みを検討 

春の具体的取組みを調整 

第５回協議会で春の具体的な取組みを検討 



各機関のこれまでの取り組み状況と連携提案を集約。（別紙資料参照）

① 提案集約
各種講習会や研修会を活用した、適正化に関する広報資料
配付や講習会

連絡協議会の各機関

② 提案集約 特車合同取締り 連絡協議会の各機関

③ 提案集約
連絡協議会メンバーの広報誌への掲載や、ＨＰバナーから中
部地整ＨＰへのリンク（誘導）

連絡協議会の各機関

④
事務局
提案

【①・②融合】
官民連携した大型車適正化ＰＲキャンペーンと指導取締り活
動
　
　⇒特車合同取締りとチラシ配布活動の同時開催

愛知県～５／２１実施
三重県～５／２５実施
岐阜県～５／２９実施

広報ＰＲと特車合同取締り
　
　⇒前回実施を踏まえ、実施方法・場所の検討

各県別

講習会や研修会の活用等
　
　⇒既存の講習会を活用した連絡協議会メンバーによる講習

各県別

連絡協議会ＨＰ、ポスター掲示、新聞広報等
　
　⇒広報ＰＲ時の活用など、大型車通行適正化に関する
　　　ポスターを掲示
　　　（取組み紹介とＨＰ等への誘導）

各連絡協議会メンバーの
職場など

連絡協議会メンバーの広報誌への掲載や掲示、中部地域連
絡協議会ＨＰへのリンク（誘導）

－

Ⅱ講習会等

Ⅲ広報媒体活用

№ 担当部所 活動内容 備　　考

３．（３）　夏頃実施する取り組みについて

№ 担当部所 活動名称 参加団体名

活動内容 備　　考

５月に実施する連絡協議会による官民連携の取り組み（実施済み）＝キックオフ

夏頃,実施する官民連携の本格的な取り組み（今回検討）＝本格スタート

担当部所

Ⅰ街頭ＰＲ

資料３ 

1



至 静岡県 

名古屋 
トラックステーション 

特車取締り基地 

国道２３号 

新川・庄内川 

至 

三
重
県 

 
ＰＲ班：ＰＲ活動 

 

 
取締班：特車取締り活動 

 

案 

①夏頃(8月、9月）実施する官民連携の本格的な取り組み 
  ３） 広報ＰＲ＆取締り 【トラックステーション活用】あああああああああああああああ 

集合時間：８／６（木) １３：００ 
集合場所：ＰＲ班～国道２３号 下り名古屋トラックステーション   
             （名古屋市港区） 
       取締班～国道２３号 下り特車取締り基地  
             （愛知県大府市） 
集合方法：各自でお願いします。 
       （移動手段がない方は、ご相談ください。名古屋ＴＳと  
        取締現場間の移動も、検討します。） 
活動内容：２班に分かれて大型車の広報ＰＲ活動や取締活動。 

 ３．（３） 
    １） 広報ＰＲ＆取締り 【愛知県版・名古屋トラックステーション活用】ああああああああああ 



上郷ＳＡ 

取締り場所 
（音羽蒲郡ＩＣ） 

東名高速 

豊田ＪＣＴ 

集合時間：８／７（金) １０：００ 
集合場所：ＰＲ班～東名高速 上り上郷ＳＡ （愛知県豊田市） 
       取締班～東名高速 音羽蒲郡ＩＣ （名古屋市名東区） 
集合方法：各自でお願いします。 
       （移動手段がない方は、ご相談ください。ＳＡと取締現    
        場間の移動も、検討します。） 
活動内容：２班に分かれて大型車の広報ＰＲ活動や取締活動。 

至 静岡県 

至 名古屋 

 
ＰＲ班：ＰＲ活動 

 

 
取締班：特車取締り活動 

 

案 

 ３．（３） 
    １） 広報ＰＲ＆取締り 【愛知県版・サービスエリア活用】ああああああああああああああ 

至 国道１号 



ボツ  広報ＰＲ＆取締り 

至 

四
日
市
市 

亀山 
トラックステーション 

特車取締り場所 
（亀山警察署 関交番） 

国道 １ 号 

ＪＲ関西本線 

関駅 

至 

滋
賀
県 

 
ＰＲ班：ＰＲ活動 

 

 
取締班：特車取締り活動 

 

案 
集合時間：８／２７（木) １３：００ 
集合場所：ＰＲ班～国道１号 下り 亀山トラックステーション 
       取締班～国道１号  関交番前  
              （三重県亀山市）    
集合方法：各自でお願いします。 
       （移動手段がない方は、ご相談ください。ＰＲ活動と取   
        締現場間の移動も、検討します。） 
活動内容：２班に分かれて大型車の広報ＰＲ活動や取締活動。 

 ３．（３） 
    １） 広報ＰＲ＆取締り 【三重県版・亀山トラックステーション活用】ああああああああああああああ 

東名阪自動車道 

亀山ＩＣ 

関駅前交差点 



道の駅 
月見の里 南濃 

国道 ２５８ 号 

特車取締り場所 
（駐車帯） 

養老鉄道 養老線 美濃松山駅 

至 

大
垣
市 

至 

桑
名
市 

 
広報ＰＲ活動 

 

 
特車取締り活動 

 

羽田谷交差点 

集合時間：８／２６(水) １３：００ 
集合場所：ＰＲ班～道の駅 「月見の里 南濃」 （岐阜県海津市） 
       取締班～特車取締り場所（岐阜県海津市 駐車帯） 
集合方法：各自でお願いします。 
       （移動手段がない方は、ご相談ください。ＰＲ活動と取   
        締現場間の移動も、検討します。） 
活動内容：２班に分かれて大型車の広報ＰＲ活動や取締活動。 

案 

 ３．（３） 
    １） 広報ＰＲ＆取締り 【岐阜県版・道の駅活用】あああああああああああああああああああああ 



 

３．（３） 
２）講習会への出前講座 

 
１．主旨 

連絡協議会の名称を入れることで、多くの関係者が連携した取り組みとしてアピー
ルし、インパクトや訴求効果を高める。 
実施方法としては下記を検討する。 

（１）メンバーのツールや場・機会の活用 
１）連絡協議会メンバーの独自の広報・啓発活動などを協働または連携して実施 
２）連絡協議会メンバーが持つ機会（講習会など）を活用 

（２）連絡協議会として参加して周知する活動を行う。 
 
２．講習会への出前講座（案） 

基本的に、連絡協議会の全メンバーによる実施をめざす。 
＜取り組み事例＞ 

 

取組 実施日時 対象 実施内容 

 
研修、セ
ミナー、
出前講座 

 
８月、 
 
 

 
三重県トラッ
ク協会会員 
 
 

 
・車両制限令を順守することは適正かつ安全な走
行、運転者自身の安全や運送事業者の健全な経営
につながることを説明。 
・法改正などの周知。 
 （別紙参照） 

 
 
 
 
事務局(案) 

取組 実施日時 対象 実施内容 

 
出前講座 

 
８月、 
９月、 
１０月、 
 ＝本格スタート 
 
 

 
・三重県トラッ

ク協会会員 
 
・愛知県トラッ

ク協会、岐阜
県トラック
協会にも広
げる。 

 

 
・最新の動向、法令改正内容などの周知。 
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３．（３） 
３）ポスター作成 

 
１．主旨 

中部地域の関係１６団体が連携し取り組んでいることを周知するとともに、大型車
両の適正かつ安全な走行は重大な問題であることをアピールし、インパクトや訴求効
果を高める。 
実施方法としては下記を検討する。 

（１）ターゲット 
（２）掲載場所 
（３）掲載時期 等  
 
２．ポスター事務局（案） 
 
  別紙のとおり 



各委員のこれまでの取組状況と連携提案

大型車通行適正化に向けた中部地域連絡協議会



会議所会報誌における広報 - ５月予定

各種会合等における広報 - -

愛ト協 春の全国交通安全運動
愛ト協、所轄署、市交通安全推進
協議会

- ４月ころ ○ ○

岐ト協 ＴＶ会議システムを利用した特車講習会 岐ト協、 - 年６回程度 -

車両制限令と特車通行許可制度　　講習会１
（許可制度、オンライン申請、申請要領など)

三ト協、会員事業者 131 平成25年8月6日 ○

特車通行許可　講習報告(郵送） 三ト協、会員事業者 １０００社
２５年度
２６年度

新聞、広報誌（広報トラック） 三ト協、会員事業者 全国 2月1日

三ト協ＨＰにバナーをはり、中部地整ＨＰへの閲覧
（新提案）

- - ○

愛知県警
交通指導課

特車合同取締り 県警、整備局 - 定期的 ○ ○

岐阜県警
交通指導課

特車合同取締り 県警、整備局 - 定期的 ○

三重県警
交通指導課

特車合同取締り 県警、整備局 - 定期的 ○

14 H26.12.12実施 ○ ○

－ H27.12予定 ○

16 H26.7.3実施 ○

－ H27.6予定 ○

15 H26.11.14実施 ○

－ H27.10予定 ○

中部運輸局
保安・環境課
（各運輸支局）

・関係機関・事業者への法令等（通達）の改正通知
支局、講習機関、トラック協会 等 － 12/25通知 ○

各運輸支局 ・運行管理者講習における法令改正等の周知
・運行管理者一般講習 (1月、2月)
　【愛知運輸支局】 岐阜、三重は無し

166 1月、2月

中部運輸局
保安環境課
（各運輸支局）

運行管理者講習・整備管理者研修等における受講
者への広報資料の配付（新年度予定）

・運行管理者講習認定機関　等
・運輸支局主催整備管理者研修

- -

【愛知】特車街頭取締まり
運輸局、整備局、名古屋国道、
愛知県、県警

30名程度
全１０回

平成26年度 ○ ○

【愛知】街頭取締まり(コンテナ車両） 124 H26.5.21 ○

【愛知】街頭取締まり(コンテナ車両） 134 H26.11.19 ○

【岐阜】特車街頭取締まり 18 H26.10.23 ○

【岐阜】特車街頭取締まり 18 H26.11.17 ○

【愛知、岐阜、三重】特車街頭取締まり
（新年度予定）

運輸局、整備局、各県・市、各県警 - - ○

「道路運送車両の保安基準」改正に伴う周知時に合
わせて大型車に関する広報（新提案）

運輸局 - - ○

三ト協

東海商工
（企画振興部）

名古屋商工会議所

中部運輸局
自動車監査官
（愛知運輸支局）

愛知県過積載防止対策連絡会議
運輸局、愛知県、県警、整備局、中
日本高速、自動車検査法人中部検
査部、愛ト協

運輸局、県警、
トラック協会（コンテナ部会）

運輸局、整備局、岐阜県、県警

中部運輸局

技術課

中部運輸局
自動車監査官
（岐阜運輸支局）

岐阜県過積載防止対策連絡会議

運輸局、岐阜県、県警、整備局、中
日本高速道路、岐ト協、岐阜県建
設業協会、岐阜県木材協同組合連
合会

中部運輸局
自動車監査官
（三重運輸支局）

三重県過積載防止対策連絡会議

運輸局、三重県、県警、整備局、三
ト協、三重県建設業協会、三重県
漁業協同組合連合会、全国農業協
同組合連合会三重県支部

添付の
有無

２０１５．６．１２

各委員のこれまでの取り組み状況と連携提案　一覧

連携する
取り組み

担当部所 活動名称 参加団体名
参加

総人数

実施日
又は

予定日



添付の
有無

２０１５．６．１２

各委員のこれまでの取り組み状況と連携提案　一覧

連携する
取り組み

担当部所 活動名称 参加団体名
参加

総人数

実施日
又は

予定日

大型車通行許可審査研修の実施 県、市町村、県公社 約２００
４月１５日
４月１７日

春の全国交通安全運動 県、交通安全推進協議会 ４月ころ ○

三重県
道路管理課

県ＨＰからバナーをはり、連絡協議会ＨＰへの閲覧
（新提案）

- - ○

特車取締り 名古屋市・県警 28 8月5日 ○

窓口での啓発チラシの配布 名古屋市 - -

名古屋市の道路占用調整協議会における注意喚起 名古屋市 70 1月26日

ＮＥＸＣＯ
中日本

春の全国交通安全運動 ＮＥＸＣＯ － ４月ころ ○

特車等取り締まり 名古屋高速道路公社 3 日々実施 - ○

安全運動期間中における特車等取り締まり 名古屋高速道路公社、愛知高速隊 5 期間の初日 ○

自動計測装置による取り締まり 名古屋高速道路公社 - 常時 -

ホームページによる車両制限に関する広報 名古屋高速道路公社 - - -

愛知県
道路維持課

名高速
交通管理部
交通管理課

名古屋市
道路管理課
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◎愛知県 ◎愛知県警察本部  ◎中部地方整備局名古屋国道事務所 
◎中日本高速道路株式会社名古屋支社 ◎中部運輸局愛知運輸支局 
◎自動車検査独立行政法人中部検査部 

愛 知 県 過 積 載 防 止 対 策 連 絡 会 議  

●重大事故の 
 原因にもなります。 

●車両コストの増大と 
 燃費の低下につながります。 

●環境、道路にも 
 悪い影響をあたえます。 

●重大事故を引き起こすと 
 事業経営に重い負担となります。 



過積載運行をすると・・・ 
荷主の皆さんへ 

①過積載車両の運送の要求等の禁止（道路交通法） 
 警察署長から過積載の「再発防止命令」が出されます。 
 また、これに違反すると、６ヶ月以下の懲役又は１０万円以下の罰金が科せられます。 
②協力要請書、警告書及び荷主勧告の発動（貨物自動車運送事業法） 
 過積載運行の再発防止等のための協力要請書を発出します。 
 再発の場合等には、警告書の発出及び荷主勧告が発動します。   

運行管理者の資格取消や事業許可取消に 
つながり、社会的信用が失われます 

①自動車使用者に対する主な処分（道路交通法） 
 過積載運転に係る自動車の使用制限処分になります。 
 また、これに違反すると、６ヶ月以下の懲役又は１０万円以下の罰金が科せられます。 
②トラック運送事業者に対する処分基準（貨物自動車運送事業法） 
 車両停止処分（過積割合による）になります。 
 悪質な場合は、事業許可の取消、運行管理者の資格返納の処分もあります。 

６点以上は 
免許停止 

     過積載に係る運転者に対する罰則 

過積載の程度 
大型車・中型車 普通車 

点数 罰金又は反則金 点数 罰金又は反則金 

10割以上 6点 罰金 3点 35,000円 

5割以上10割未満 3点 40,000円 2点 30,000円 

5割未満 2点 30,000円 1点 25,000円 

事業者の皆さんへ 

運転手の皆さんへ 

荷主の責任も追及されます 

違反点数、反則金のほかに、 
事故を起こすと民事訴訟で 
損害賠償責任が生じる場合も 

過積載の程度 初違反 再違反 

5割未満 １０日車 ２０日車 

5割以上10割未満 ２０日車 ４０日車 

10割以上 ３０日車 ６０日車 



項         目               状            況 
運行管理者講習機関  独立行政法人 自動車事故対策機構  名古屋主管支所 

 ローカルネットワーク 
講  習  回  数 （一般）  ４ 回  （ 両機関各２回 ） 

受  講  者  数 （一般）  １６６名 （４回） 

平成２６年１２月 １日 貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正する省令公布 
               ・輸送の安全の観点から、限度超過車両を繰り返し通行させる者への監督強化 等 

平成２６年１２月２５日 「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用につい 
  て」の一部改正について（通達）を発出 
 ・事業者は、道路法の制限を遵守すると共に必要場合は許可を得るほか、運転者に 
   運行経路や過積載運行の防止等の指導・監督を行うこと 等 

 《 通達等による周知 》 
運  輸  局       中部管内各運輸支局、中部管内運行管理者講習認定機関  等 
運輸支局      各県トラック協会、 支局管内運行管理者講習認定機関  等 
トラック協会     会員トラック事業者 

 《 運輸支局による通達内容の周知 》  
運行管理者一般講習において周知 （平成２７年１月～２月）  【下表は愛知運輸支局の実績 】 

 
 愛知運輸支局 

大型車通行適正化に関する取り組み状況（中部運輸局保安・環境課） 

※  岐阜、三重については、講習日程の関係から講習における周知なし 



以下の２点について、省令が改正された。 

① 道路法第四十七条の規定等に違反する 

  行為の防止 

② 運行記録計の装着義務付け対象の拡大 

 

 

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則等の一部改正 

テキスト記載なし 

公布：平成２６年１２月１日 

施行：① 平成２７年１月１日 

②   平成２７年４月１日（新規登録車） 

平成２９年４月１日（その他の自動車） 
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① 道路法第四十七条の規定等に違反する 

  行為の防止 

 

 

 

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則等の一部改正 

テキスト記載なし 

道路保全の観点から、限度超過車両を繰り返し通行
させている者等への監督強化のため道路法が改正。 

今般、貨物自動車運送事業者に対しても監督強化を
図るため、安全規則についても改正された。 
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① 道路法第四十七条の規定等に違反する行為の防止 

テキスト記載なし 

安全規則 

第５条の２（通行の禁止又は制限等違反の防止） 

１．道路法等の最高限度を超える車両の通行 

２．道路法で通行を制限等される道路の通行 

道路管理者が付した条件を違反しないよう適切な指導
及び監督。 

第２０条 （運行管理者の業務） 七の二 

第５条の２の規定により、運転者に対し指導・監督。 
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① 道路法第四十七条の規定等に違反する行為の防止 

テキスト記載なし 

第５条の２（通行の禁止又は制限等違反の防止） 

適切な指導及び監督・・・ 

道路法第４７条に規定された 

・幅、重量、高さ、長さ、最小回転半径 

の最高限度を超えた車両の通行禁止徹底。 

道路法第４７条の２第１項に規定された 

・許可の必要性 

・許可に付された条件、制限 

について理解し、通行可能な経路を運転者に把握させる。 

解釈運用通達 
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道路法第４７条の一般的な制限（最高限度） 

参考 

長さ 12m 

高さ 
3.8m 

幅 2.5m 

・軸重  10t 
・輪荷重 5t 

    車両総重量 20t 
（高速自動車国道、重さ指定道路は、車両の長
さ及び軸重に応じて、最大25t） 

隣接軸重 
18t～20t 最小回転半径 12m 

※セミトレーラ等については、
限度値に特例があります。 

限度値を超える車両を通行させる場合、許可の取得が必要。 
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① 道路法第四十七条の規定等に違反する行為の防止 

テキスト記載なし 

処分基準 

適用条項 事  項 初違反 再違反 

 法第１７条 
   第３項 
 安全規則 
  第５条の２ 

 限度超過車両の通行、条件等 
 違反の防止に係る指導及び監督 
 の怠慢 

10日車 20日車 

※ 平成27年3月1日以降に違反があったものから適用 
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1 【愛知】特車街頭取締まり
整備局、名古屋国道、愛知県、
運輸局、愛知県警

30 H26.5.21 ○

2 【愛知】特車街頭取締まり
整備局、名古屋国道、愛知県、
運輸局、愛知県警

35 H26.7.16 ○

3 【愛知】特車街頭取締まり
整備局、名古屋国道、愛知県、
運輸局、、愛知県警

26 H26.7.23 ○

4 【愛知】特車街頭取締まり
整備局、名古屋国道、愛知県、
運輸局、愛知県警

25 H26.8.5 ○

5 【愛知】特車街頭取締まり
整備局、名古屋国道、愛知県、
運輸局、愛知県警

27 H26.8.26 ○

6 【愛知】特車街頭取締まり
整備局、名古屋国道、愛知県、
運輸局、愛知県警

23 H26.10.1 ○

7 【愛知】特車街頭取締まり
整備局、名古屋国道、愛知県、
運輸局、愛知県警

39 H26.10.15 ○

8 【愛知】特車街頭取締まり
整備局、名古屋国道、愛知県、
運輸局、愛知県警

24 H26.10.29 ○

9 【愛知】特車街頭取締まり
整備局、名古屋国道、愛知県、
運輸局、愛知県警

24 H26.11.13 ○

10 【愛知】特車街頭取締まり
整備局、名古屋国道、愛知県、
運輸局、愛知県警

35 H27.1.28 ○

11 【愛知】街頭取締まり(コンテナ車両）
運輸局、愛知県警、トラック協
会（コンテナ部会）

124 H26.5.21 ○

12 【愛知】街頭取締まり(コンテナ車両）
運輸局、愛知県警、トラック協
会（コンテナ部会）

134 H26.11.19 ○

13 【岐阜】特車街頭取締まり
整備局、運輸局、岐阜県、岐阜
県警

18 H26.10.23 ○

14 【岐阜】特車街頭取締まり
整備局、運輸局、岐阜県、岐阜
県警

18 H26.11.17 ○

15 【愛知、岐阜、三重】特車街頭取締まり
整備局、運輸局、各県・市、各
県警

- - ○

16
「道路運送車両の保安基準」改正に伴う周知時に
合わせて大型車に関する広報（新提案）

運輸局 - - ○

連携する
取り組み

【取り組み状況】

各機関の大型車通行適正化に関する取り組み状況

連絡協議会　団体名　中部運輸局　自動車技術安全部　技術課

【実施予定（案）】

№ 担当部所 活動名称 参加団体名
参加

総人数

実施日
又は

予定日
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愛知県 

 

 



平成２６年度特殊車両の取締りについて 

・道路ふれあい月間関連行事として、特殊車両の取締りを市と警察の合同により抜き打ちで実施す

る。 
・場所は特殊車両が通行する経路上で、片側３車線以上かつ直線距離が確保できる道路である金城

埠頭線南行き（港区汐止町）で行う。３車線ある内の２車線を規制して取締り（許可証の有無・寸

法・重量の確認）を行い、違反者には警告書を渡す。 
・重量を量る機械及び人員については警察に協力してもらう。機械が水に弱いことから雨天は中止

である。そのため予備日は１日以上空けて確保する。 
・実施に必要な人員（案）は裏面の通り。 
・道路管理課だけでは人員が不足するため、路政部内で人員の派遣をお願いしたい。例年、道路維

持課・道路利活用課・自転車利用課から１名ずつお願いしている。 
・平成１６年度まで毎年８月に実施。平成１７年度に行われた万博をきっかけに警察から協力を拒

まれ、平成２０年度まで未実施。平成２１年５月に発生したトレーラー横転事故をきっかけに復活

し、平成２１～平成２４年度は８月に実施。平成２５年度は７月３１日に実施。 
道路ふれあい月間である８月をめどに実施しており、今年度は８月６日（水）を実施予定日、８月

８日（金）を予備日としたい。 
・港土木と中川土木と交代で実施しており、今年度は港土木管内にて実施予定。 
・局経営会議報告事項へ挙げることと記者クラブへの通知を予定している。 
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 名古屋市 緑政土木局 道路管理課



 
 

 
特殊車両の通行に関する合同指導取締りの結果について 

 
特殊車両の通行に関する愛知県警察との合同指導取締りの結果を下記のとお

り、ご報告します。 
  

記 
 
１ 趣旨 
  道路法では道路や橋などの保全と交通の危険防止のために、一定の大きさ、

重さを越える車両（特殊車両）が通行する場合には道路管理者の許可が必要に

なります。しかし、無許可車両や許可条件に違反した車両が多く通行している

実態があるため、不適正な道路走行の是正と、違反車両の運転者等に対する啓

発のため指導取締りを行いました。 
 
２ 実施日時 
  平成２６年８月５日（火）１３：３０～１５：３０ 
 
３ 実施場所（裏面のとおり） 
  名古屋市港区汐止町（市道金城埠頭線／南行車線） 
 
４ 実施機関 
  名古屋市緑政土木局道路管理課（１２人） 

名古屋市港土木事務所（９人） 
愛知県港警察署（５人） 

  愛知県警察本部第一交通機動隊（２人） 
   

  （総数２８人） 
 
 
 
 
 
 
 
 



５ 結果 

許

可 
事 項 道路法の適用 台 数 

有 

適正に通行 
 

 １台 

 ２台
許可証の条件違反（誘導車の配置の条

件に違反） 
第４７条の２

第１項違反 
 １台 

許可証の不携帯 
第４７条の２

第６項違反 
 ０台 

 
 
 

無 許可を受けていないもの 
第４７条第２

項違反 
 ３台 

指 導 取 締 り 総 台 数  ５台 

 
なお、特殊車両ではない車両で過積載の違反が２台ありました。 

 
実施場所 

 

合同指導取締り場所







春の全国交通安全運動 
啓発活動内容  春の全国交通安全運動 活動内容について 

スライドタイトル名 1 

【１．各休憩施設におけるイベント時に重量超過等車両の防止啓発】 

・車両制限令を違反することにより、道路の老朽化を進めるだけでなく、運転手にとっても危険が及ぶということの
啓発活動を実施。 

【２．リーフレットによる啓発】 
・車両制限令遵守の徹底を促すリーフレットを作成し、荷主、運送事業者、運転手の方へ道路を大切にするように
訴えかける。 

【３．MIBによる啓発】 
・車両制限令違反により、道路の老朽化を進めることや、運転手にも危険が及ぶ
ことの広報をＭＩＢにより行う。 

ＮＥＸＣＯ中日本 



春の全国交通安全運動 
啓発活動内容  春の全国交通安全運動 活動内容について 

2 

【４．情報提供施設を利用した広報】 
・広域情報板や各インターチェンジの入口情報板、ハイウェイラジオ、ハイウェイテレフォンなどを有効活用し、
重量超過等車両の防止啓発について、お客さまに効果的に伝わるように広報啓発活動を実施する。 

アイテム・提供テーマ 重量超過等車両の防止啓発 

広域板、入口情報板 
重 量 超 過 は 重 大 交 通 事 故 に 直 結 
適 正 な 重 量 の 積 載 を ！ 

ハイラジ・ハイテレ 

 
さて、道路上では決められた重さ・大きさ以上の車は走行できません。重大な交通事故につながりますので、必ず法律で
定められた範囲内の重さ・大きさの車両のみ通行してください。 

【５．エリアコンシェルジュ及び情報センターでの放送内広報】 

・エリアコンシェルジュによる管内放送で、重量超過等車両の防止啓発についての交通安全啓発を行なう。 

・道路交通情報センターに重量超過等車両の防止啓発に関して、ラジオスポットでの広報を依頼する。 

 「道路上では決められた重さ・大きさ以上の車は走行できません。重大な交通事故につながりますので、必ず法律で
定められた範囲内の重さ・大きさの車両のみ通行してください。」 

ＮＥＸＣＯ中日本 



№ 月日 主催 備考

1 情報板等の掲出 期間中 公社

2 啓発用品配布 ５月１１日（月） 公社

管理隊(*)

高速隊

3 違反車両取締 ５月１１日（月） 公社

管理隊(*)

高速隊

4 館内放送 期間中 公社

5 横断幕による広報 期間中 公社

6 セーフティ・ハイウェイ愛知 5月19日（火） 公社

高速隊(*1)

NEXCO中日本

7 道路巡回車による広報 期間中 公社

　

　

8 ホームページによる広報 期間中 公社 （別紙）

高速道路交通安
全協議会

巡回中に「制限速度を守ろう｣を車載
標識に掲出し、渋滞の中を走行して
いるときには｢渋滞中走行注意｣を掲
出し、お客様の安全運転を促す。

ホームページに交通安全運動の期
間及び重点項目等を掲出した。

（*）管理隊：一般財団法人名古屋高速道路協会　交通管理部　交通管理隊

情報板及び車載標識（啓発用品配布
時）に「交通安全運動実施中」と掲
出。

高針料金所にて啓発用品及びチラシ
を配布し、安全意識の高揚を図った。

高針料金所にて軸重、長さ、幅、高さ
違反車両取締。積載不良車両への
指導を実施。

館内放送による交通安全呼びか
け。

交通安全を促す内容の標語「思いや
り ゆとりは無事故へ　つづく道」が
入った横断幕を掲出。

刈谷ハイウェイオアシスにて愛知県
高速道路交通安全推進協議会が主
催した交通安全キャンペーンを実施
した。

平成２７年春の全国交通安全運動実施報告書

名古屋高速道路公社

施策・行事名 施策・行事の内容等



平成２７年春の全国交通安全運動について（タイトル） 

 

５月１１日から２０日まで、春の全国交通安全運動を実施しています。 

  

【運動の基本】 

○子どもと高齢者を交通事故から守ろう！           

【取組重点】  

○自転車の安全利用を進めよう！ 

○全ての座席でシートベルトとチャイルドシートを正しく着用しよう！ 

   ○飲酒運転を根絶しよう！ 

  

レジャーやアウトドアシーズンとなり、交通事故の発生が心配されます。現在公社では、交通

死亡事故非常事態を宣言し、交通事故の抑止活動に取り組んでいます。 

この全国交通安全運動期間に、一人一人が交通安全意識を高め、交通事故の防止について

考えてみましょう！   
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（別紙）



春の全国交通安全運動期間中の５月１１日（月）、高速道路交通警察隊及び名古屋高速

道路協会の協力を得て、高針料金所にて交通安全に関する啓発物品を配布し、のぼりを

掲げてお客様に交通安全を呼びかけました。 

また、高速道路本線上においても、交通安全運動期間中、横断幕を設置し、注意を呼び

かけています。 

 

また、同料金所において、高速道路交通警察隊と合同で取締を実施しました。 

規定の積載重量を超えて貨物を積むことで、車両の横転や積荷の落下などの危険があ

り、重大事故を引き起こす要因にもなりますので、過積載や重量違反は止めましょう！ 過

積載でない場合であっても積荷はしっかり固定し、落下のないように注意しましょう！ 

 

 

当ホームページでドライバーに交通安全情報を提供しておりますので、ご覧下さい。車を

運転する際は、交通安全とマナーの向上にご協力お願いします。  



名古屋高速道路公社ホームページに掲載
　　　　　　　　　　　（交通安全運動期間中）



名古屋高速道路公社ホームページに掲載
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